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１ 特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）施行関連事務

【事業概要】

【Ｒ３状況】 ・認証法人数４０９法人（令和３年６月末現在）

・認定法人数　１０法人 （令和３年６月末現在）

２ 宮城県民間非営利活動促進委員会運営　

【事業概要】

【Ｒ３状況】 

３ 宮城県民間非営利活動プラザ事業

【事業概要】 ＮＰＯ活動促進のための中核拠点施設（指定管理施設）　 ２－② 43

【Ｒ３状況】 

指定管理期間：令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで（５年間）

４ 県有遊休施設等の有効利用によるＮＰＯの拠点づくり事業　

【事業概要】 ２－③ 45

【Ｒ３状況】 

５ ＮＰＯ等の絆力を活かした震災復興支援事業　

【事業概要】 47
49

【Ｒ３状況】 ・補助事業・・・９事業に助成予定

　　　　　　　　   ・委託事業・・・ ３事業を委託予定

６ ＮＰＯ等による心の復興支援事業　

【事業概要】

【Ｒ３状況】 

　 　
７ ＮＰＯ活動推進事業　

【事業概要】

（１）プロボノ事業

【Ｒ３状況】 

（２）ＮＰＯ支援施設フォローアップ事業

【Ｒ３状況】 

８ ＮＰＯ推進事業発注ガイドラインに基づくＮＰＯ推進事業　

【事業概要】

【Ｒ３状況】 

ＮＰＯの組織運営基盤の強化を図り様々な分野での効果的な連携に繋げるため，
プロボノの普及啓発を行う「プロボノ事業」及び中間支援組織（ＮＰＯ支援組
織）の支援力向上のための「ＮＰＯ支援施設フォローアップ事業」を実施してい
る。

・補助事業・・・現在審査中

・募集期間（２回目）：令和３年７月２１日から８月１１日

　第２回拠点部会　※未定

37

・４課の７事業をＮＰＯ推進事業に選定。各担当課室にて７事業をＮＰＯ等へ委
託実施（予定）

51

・委託事業者：認定特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる
　　　　　　　（プラザ指定管理者）

・委託期間：令和３年４月１日から令和４年３月３１日

※情報収集中

県の事業のＮＰＯへの業務委託を促進するため。「ＮＰＯ推進事業発注ガイドラ
イン」に基づくNPO推進事業の選定を行うもの。

１－⑭

－

次期指定管理者の募集

募集期間：令和３年７月１２日から令和３年８月２６日まで

ＮＰＯ等が被災者と被災者，被災者と行政，被災者と支援者等を結びつける絆力
を活かして行う復興・被災者支援の取組に対する助成（補助事業）及び復興・被
災者支援に取り組むＮＰＯ等の絆力強化に資する事業（委託事業）を実施。

２－④
２－⑤

ＮＰＯ等支援団体による被災者の心のケアや被災者自身が参画し，活動する機会
の創出を通じてコミュニティ形成等の支援をする取組に対する助成。

２－⑥

　第１回拠点部会　令和３年６月１４日に開催

　契約継続に係る事業計画の説明及びヒアリング（民間非営利活動施設第4号）

県の遊休施設（用途を廃止した庁舎・宿舎）をＮＰＯの活動拠点として安価に貸
付。

・貸付件数４件　（令和３年７月末現在）

 民間非営利活動施設第６号について募集準備中

・拠点部会の開催

　令和元年度分事業報告（民間非営利活動施設第2号及び4号）

令和３年度　民間非営利活動促進施策の実施状況について

事業名　・　事業概要　・　実績

特定非営利活動促進法に基づき，ＮＰＯ法人の認証等事務及びＮＰＯ法人認定事
務を行う。

２－①
41

宮城県民間非営利活動を促進するための条例に基づき，宮城県民間非営利活動促
進計画，民間非営利活動促進施策等について調査，審議し，知事に意見を述べ
る。

・第１回促進委員会　令和３年８月１０日に開催

・第２回促進委員会　令和４年３月開催予定

－
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